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旭川市環境保全型農業直接支払交付金事業実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 環境保全型農業直接支払交付金交付等要綱（令和４年４月１日付け３農産第３８１７号

農林水産事務次官依命通知。以下「交付等要綱」という。）第２に基づき、旭川市においても農

業の持続的発展と多面的機能の健全な発揮を図るため、環境保全型農業の取組に対して支援す

る「旭川市環境保全型農業直接支払交付金事業（以下「事業」という。）」を実施することとし、

その実施に当たっては、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律（平成２６年法律

第７８条。以下「法」という。）、交付等要綱、環境保全型農業直接支払交付金実施要領（平成

２３年４月１日付け２２生産第１０９５４号農林水産省生産局長通知。以下「実施要領」とい

う。）、北海道環境保全型農業直接支援対策事業補助金交付要領（平成２３年４月１日付け食政

第６号農政部長通知。以下「道交付要領」という。）に定めるもののほか、この要綱に定めると

ころによるものとする。 

 

（実施の目的） 

第２条 環境保全型農業に取組む農業者の組織する団体等（実施要領第１に定める農業者団体等

とする。以下「農業者団体等」という。）を支援することにより、農業の持続的発展と多面的機

能の健全な発揮及び本市が積極的に推進しているクリーン農業の拡大を図ることを目的とする。 

 

（事業の内容） 

第３条 自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動の実施を推進する農業

者団体等に対し、旭川市環境保全型農業直接支払交付金（以下「交付金」という。）を交付する。 

 

（事業の対象者） 

第４条 事業の対象者は、農業者団体等とする。  

２ 単独で事業を実施する農業者は、事業実施初年度に第１号様式及び第１号様式添付を事業計

画に添付し市長に提出するものとする。 

 

（事業の実施期間） 

第５条 事業の実施期間は令和７年度から令和１１年度までの５年間とする。 

 

（対象となる農地） 

第６条 交付金の交付の算定となる農地は、次のいずれかの農地とする。 

（１）農業振興地域（農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）第６条第１ 

項に基づき指定された農業振興地域をいう。）内に存する農地 

（２）生産緑地地区（生産緑地法（昭和４９年法律第６８号）第３条第１項により定められた生

産緑地地区をいう。）内に存する農地 
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（支援の対象となる農業者の要件） 

第７条 農業者団体の構成員又は、単独で交付金の支援の対象となる農業者において、交付金の

支援対象となる農業者（以下「支援対象農業者」という。）は、実施要領第２に定める要件を満

たすものとする。 

 

（事業要件） 

第８条 農業者団体等は、毎年度、実施要領第３に定める自然環境保全に資する農業の生産方式

を導入した農業生産活動の実施を推進する活動（以下「推進活動」という。）のうちいずれか一

つ以上を実施するものとする。 

 

（対象活動） 

第９条 交付金の交付対象となる活動（以下「対象活動」という。）は、農業者団体等が行う地球

温暖化防止、生物多様性保全等に資する次に掲げる取組とし、かつ、当該活動を主作物の適切

な栽培管理と併せて実施することとする。また、実施要領第４に定める要件を満たすものとす

る。 

（１）化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として５割以上低減する活動（以 

下「５割低減の取組」という。）と炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用を組み合 

わせた取組 

（２）５割低減の取組と緑肥の施用を組み合わせた取組 

（３）５割低減の取組と炭の投入を組み合わせた取組 

（４）５割低減の取組と総合防除（有害動植物の防除のうち、その発生及び増加の抑制並びにこ

れが発生した場合における駆除及びまん延の防止を適時で経済的なものにするために必要

な措置を総合的に講じて行うものをいう。以下同じ。）を組み合わせた取組 

（５）有機農業（化学肥料及び農薬を使用しない農業をいう。）の取組 

（６）有機農業の取組の拡大に向けた活動 

 

（交付額） 

第１０条 交付金の交付額は、次に掲げる対象活動ごとの交付単価（交付等要綱別紙第１の５及

び実施要領別表１に定める対象活動ごとの交付単価）に、第６条に定める対象農地に係る作付

けの面積を乗じて得た額を上限とする。 
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取組の内容 対象作物 交付単価 

５割低減の取組と炭素貯留効果の高い堆肥の

水質の保全に資する施用を組み合わせた取組 

全作物 ３，６００円／１０a 

５割低減の取組と緑肥の施用を組み合わせた

取組 

全作物 ５，０００円／１０a 

５割低減の取組と炭の投入を組み合わせた取

組 

全作物 
５，０００円／１０a 

５割低減の取組と総合防除を組み合わせた取

組 

そば、あわ、ひえ、

きび及び飼料作物

（農林水産省生産局

長が定める作物。）以

外 

４，０００円／１０a 

５割低減の取組と総合防除を組み合わせた取

組 

そば、あわ、ひえ、

きび及び飼料作物

（農林水産省生産局

長が定める作物。） 

２，０００円／１０a 

有機農業の取組 そば、あわ、ひえ、

きび及び飼料作物

（農林水産省生産局

長が定める作物。）以

外 

１４，０００円／１０a 

このうち，炭素貯留効果の高い有機農業を

実施する場合の加算額（注） 

そば、あわ、ひえ、

きび及び飼料作物

（農林水産省生産局

長が定める作物。）以

外 

２，０００円／１０a 

有機農業の取組 そば、あわ、ひえ、

きび及び飼料作物

（農林水産省生産局

長が定める作物。） 

３，０００円／１０a 

 注 炭素貯留効果の高い有機農業を実施する場合とは、土壌分析を実施するとともに、炭素貯

留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用、緑肥の施用又は炭の投入のいずれか一つ以上を実

施するものをいう。 

取組拡大加算 全作物 ４，０００円

／１０a 

 

（交付金の活用方法） 

第１１条 交付金の交付を受けようとする農業者団体等（以下「申請者」という。）は、交付金に
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ついて、支援対象農業者への配分のほか、農業者団体等として実施する推進活動及び団体の事

務を担当する者の手当等の団体事務経費に充当することができるものとする。 

２ 申請者は、交付金の活用方法について、団体規約に定めなければならない。 

 

（事業計画の提出） 

第１２条 申請者は、実施要領共通様式第１号に、対象活動の実施等に関する５年間の計画を記

載した「事業計画」（実施要領共通様式第２号）、営農活動計画書（実施要領共通様式第３号）

及び実施要領第８の１の（１）に掲げる書類を添付し、事業実施初年度の６月末日までに、市

長に提出するものとする。 

なお、事業計画の提出は、原則として、対象活動が開始される前までに提出するものとする。 

２ 有機農業を実施する農業者団体等は、有機農業の取組を実施する支援対象農業者ごとに農場

管理シート・現地確認チェックリスト（実施要領様式第１号）を６月末日までに、市長に毎年

度提出するものとする。 

なお、実施要領様式第１号の提出は、原則として、対象活動が開始される前までに提出する

ものとする。ただし、日本農林規格等に関する法律（昭和２５年法律第１７５号。以下「JAS

法」という。）第１０条第２項の格付けを行い表示を付することができるほ場においては、当該

事項を証明する書類を提出することにより、実施要領様式第１号の記載の全部又は一部を省略

することができるものとする。 

 

（事業計画の認定） 

第１３条 市長は、前条により提出があった事業計画を審査の上、妥当であると認定したときは、

実施要領共通様式４号により申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、事業計画を認定したときは、遅滞なく、当該認定に係る事業計画の概要を公表する

ものとする。 

 

（事業計画の変更） 

第１４条 申請者は、前条により認定された内容について、次に定める重要な内容の変更が生じ

るときは、あらかじめ変更する年度の事業計画の申請期限までに、実施要領共通様式第５号に

変更後の事業計画を添え、市長に申請を行うものとし、事業計画の変更の認定は、前条に準じ

て行うものとする。 

（１）事業の目標の変更 

（２）事業の実施期間の変更 

（３）事業の実施区域の変更 

（４）自然環境の保全に資する農業の生産方式の変更 

（５）農業生産活動の取組面積の増加 

（６）年当たり交付金額の上限の増加又は年当たり交付金額の 30％を超える減 

（７）取組拡大加算の実施又は変更 

２ 前項に該当しない軽微な内容の変更（以下「軽微な変更」という。）が生じるときは、あらか
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じめ実施要領様式第６号により変更する年度の事業計画の申請期限まで市長に届出を行うもの

とし、事業計画の申請期限後に軽微な変更が生じた場合には、速やかに市長に届出を行うもの

とする。 

 

（交付の申請） 

第１５条 申請者は、毎年度、第２号様式及び第２号様式別紙を市長に提出するものとする。た

だし、申請者が法第３条第１号（多面的機能支払交付金）から第２号（中山間地域等直接支払

交付金）に掲げる事業にも取り組む場合にあっては、第３号様式及び第３号様式別紙を市長に

提出するものとする。 

 

（交付の決定） 

第１６条 市長は、前条の交付金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、実施要

領第６の定めるところにより、予算の範囲内において交付金の交付について決定するものとす

る。 

 

（交付決定の通知） 

第１７条 市長は、交付金の交付を決定したときは、速やかに第４号様式により申請者に通知す

るものとする。 

２ 市長は、交付金の交付をしないことを決定したときは、書面により申請者に通知するものと

する。 

 

（交付金の概算払申請） 

第１８条 申請者は、交付金の概算払を受けようとするときは、第５号様式及び第５号様式別紙

を市長に提出するものとする。 

２ 市長は、審査の上、特に必要があると認められるときは、概算払することを決定し、第６号

様式により申請者に通知するものとする。 

 

（補助対象事業の内容の変更等） 

第１９条 申請者は、補助対象経費の増額又は３０パーセントを超える減額（以下「事業内容の

変更」という。）をしようとするときは、第７号様式を市長に提出するものとする。  

２ 市長は、審査の上、事業内容の変更を承認するときは、第８号様式により申請者に通知する

ものとする。 

 

（実施状況の報告） 

第２０条 申請者は、事業実施期間中、毎年度、１月末日までに、次に掲げる書類により、市長

に対し、実施状況の報告を行うものとする。 

（１）対象活動の実施状況報告書類 

ア 実施要領様式第７号 
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イ 支援対象農業者の生産過程等において使用した肥料及び農薬、導入した技術など要件に

則して対象活動を実施したこと（年度末に当該年度の対象活動が終了する場合にあっては、

その取組見込み）を確認するための内容を記載した生産記録（第９－１号様式、第９－２

号様式、第９－３号様式、第９－４号様式、第９－５号様式、第９－６号様式又は第９－

７号様式。以下「生産記録」という。） 

ウ JAS 法第１６条の登録認証機関による有機農産物の生産行程管理者として認証された支

援対象農業者（以下「有機 JAS 認定者」という。）が第９条第５号に定める対象活動を実

施した場合においては、生産記録等（第９－５号様式）に代えて有機 JAS認定者であるこ

との証明書類の写しを提出することができるものとする。 

また、実施要領様式第１号を提出した支援対象農業者は生産記録等（第９－４号様式）

の提出を省略できるものとする。 

エ 有機農業の取組の対象活動については、有機農産物規格別表Ａ.１の肥料及び別表Ｂ.１の

農薬を農産物の生産過程等において使用した場合は、使用した資材について、本規格別表

Ａ.１又は別表Ｂ.１に定められた基準を満たしていることを証明する書類等の写し。ただし、

対象活動を実施しようとする農地がJAS法第１６条の登録認証機関による有機農産物の認

証を受けている場合（有機農産物規格５.１に定める転換期間中のほ場を含む。）は、使用

した資材の報告を省略することができるものとする。 

オ 炭素貯留効果の高い有機農業を実施した場合、生産記録等（第９－６号様式又は第９－

７号様式）に加えて土壌診断結果書類の写し。 

（２）環境負荷低減のチェックシート 

ア 実施要領様式第１５号 

イ GAP認証等を取得している場合においては、その旨を証明する書類を提出することによ

り、ア及びイの報告を省略できる 

（実施状況の確認） 

第２１条 市長による対象活動の実施状況の確認は、実施要領別記６のとおりとする。 

２ 市長は、前項に基づき、確認の上、実施要領様式第８号により申請者が交付金の交付を受け

ようとする年度の３月５日までに、申請者に確認結果を通知するものとする。 

 

（実績報告） 

第２２条 申請者は、毎年度、第１０号様式、第１０号様式別紙１及び第１０号様式別紙２によ

り実績報告書を３月末日までに市長に提出するものとする。 

 

（交付金の額の確定） 

第２３条 市長は、前条に定める実績報告の確認後、その内容が適当と認められるときには、交

付金の額を確定した上で、第１１号様式により申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項による交付金の額の確定後において、国の環境保全型農業直接支払交付金と北

海道と市が交付する交付金を一体的に交付するものとする。 
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（実施結果の報告） 

第２４条 交付金の交付を受けた者（以下「交付金受領者」という。）は、毎年度、営農活動実績

報告書（実施要領共通様式第６号又は実施要領様式第１１号）により、翌年度の４月末日まで

に事業の終了を市長に報告するものとする。ただし、第２０条第１項第１号イに定める生産記

録を見込みで記載した者は、実施した取組内容を確認できる生産記録等を添付するものとする。 

 

（自然災害の発生により対象活動の履行が困難となった場合の取り扱い） 

第２５条 自然災害の発生により対象活動の履行が困難となった場合の取り扱いについては、実

施要領別記７の定めるところによる。 

 

（証拠書類の保管） 

第２６条 申請者は、次に掲げる書類を作成し、又は支援対象農業者から収集し、保管しなけれ

ばならない。 

（１） 取組共通の書類 

ア 交付金の交付金額の算定の基となるほ場面積等が確認できる書類等 

  イ 推進活動の実施内容等が分かる書類等 

  ウ 主作物についての出荷・販売したことを証明する出荷・販売伝票等の写し（播種前に JA 

等との出荷契約や、実需者との販売契約を締結している場合は、その契約書の写しに代え

ることができる。ただし、契約書において品目及び取引数量が定められていること。）ただ

し、当該主作物について、取組面積が１０a 以上の場合には省略することができるものと

する。 

  エ 特別栽培農産物等の認証を受けた者にあっては、その認定書の写し 

 （２）第９条第１号に定める対象活動を実施した場合に必要となる書類 

  ア 堆肥の購入伝票等の写し。（無償で堆肥を入手した場合は伝票等の取引の分かる書類等に、

自給堆肥の場合は堆肥原料、その量、堆肥製造期間、堆肥製造場所、製造した堆肥の量等

を記載した書類等に代えることができる。） 

イ 堆肥の成分証明書等の写し 

  ウ 施肥管理計画（第１２号様式 作成した場合）及び土壌診断結果書類の写し 

（３）第９条第２号に定める対象活動を実施した場合に必要となる書類 

  ア 緑肥作物の種子の購入量を証明する購入伝票等の写し 

  イ 標準的な播種量を証明するカタログ等の写し 

（４）第９条第３号に定める対象活動を実施した場合に必要となる書類 

ア 購入した炭を施用した場合は、購入量を証明する購入伝票等の写し 

イ 自ら製造した炭を施用した場合は、市販の炭化装置の販売元が示す炭化方法が確認できる

書類の写し 

（５）第９条第４号に定める対象活動を実施した場合に必要となる書類 

ア IPM 実践指標の実施項目が確認できる書類の写し 

イ 交信かく乱剤の利用、天敵温存植物の利用又は天敵等生物農薬の利用のいずれかの取組を
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実施した場合は、これらの資材の購入量を証明する購入伝票等の写し 

（６）第９条第５号に定める対象活動を実施した場合に必要となる書類 

   炭素貯留効果の高い有機農業を実施した場合は、第９条第１号、第２号又は第３号のいず

れかの取組を実施した場合に必要となる書類。 

（７）第９条第６号に定める対象活動を実施した場合に必要となる書類 

   指導を受ける農業者の作業日誌等の写し。 

２ 申請者は、北海道又は市から前項の書類又はその他交付金の申請の基礎となる書類の提出を

求められたときは、必要書類を速やかに提出しなければならない。 

 

（証拠書類等の保管期間） 

第２７条 交付金受領者は、交付金の交付に関する証拠書類、経理書類及び交付金の交付申請の

基礎となった書類を、交付を受けた日が属する年度の翌年度から起算して５年間保存しなけれ

ばならない。 

 

（交付決定の取消） 

第２８条 市長は、次のいずれかに該当する場合は、第１６条に定める交付の決定の全部又は一

部を取り消すものとする。 

（１）交付金の交付要件を満たさないことが判明したとき。 

（２）交付金を他の用途に使用したとき。 

（３）交付金の交付の決定の内容、この要綱又は法令等に基づく市長の指示等に違反し、若しく 

は従わないとき。 

（４）虚偽の申請その他不正な行為をしたとき。 

２ 前項の規定は、第２３条に定める交付金の額の確定があった後においても適用するものとす

る。 

３ 前２項に定める取消については、第１７条第２項の規定を準用する。 

 

（交付金の返還） 

第２９条 市長は、第２３条の定めるところにより交付金の額を確定した場合において、既にそ

の額を超過する交付金を交付しているときは、交付金受領者に対してその超過分の返還を求め

ることができる。 

２ 市長は、前条の定めるところにより交付の決定を取り消した場合には、実施要領第１２の定

めるところにより返還額を決定し、交付金受領者に対して返還を求めることができる。 

３ 前２項に定める返還の期限は、交付金の額の確定又は交付の決定の取消を通知した日から２

０日以内とし、納期限までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に

応じ、その未納額につき年１０．９５パーセントの割合で計算した違約延滞金の支払いを求め

ることができるものとする。 

 

（電子情報処理組織による申請等） 
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第３０条 交付等要綱第１４に定める事務手続は、農林水産省共通申請サービス（以下「eMAFF」

という。）を使用する方法により行うことができる。ただし、eMAFFを使用する方法により事

務手続を行う場合において、実施要領に基づき当該事務手続に添付すべきとされている書類に

ついて、当該書類は全部を書面により提出することを妨げない。 

 

（委任規定） 

第３１条 交付等要綱、実施要領、道交付要領及びこの要綱に規定のない事項については、必要

に応じて国及び北海道と協議の上、市長が定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成２３年７月１１日から施行し、平成２３年４月１日から適用する。 

   附 則 

この要綱は、平成２４年４月１６日から施行し、平成２４年４月６日から適用する。 

   附 則 

この要綱は、平成２５年６月６日から施行し、平成２５年５月１６日から適用する。 

本要綱改正前に実施された事業に係る同要綱に規定する手続きについては、なお従前の例によ

る。ただし本要綱改正前の要綱に基づき実施された事業のうち、平成２５年度に交付申請がなさ

れる「炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用」及び「有機農業（化学肥料及び農薬を

使用しない農業）の取組」の交付単価については、本要綱改正後の交付単価を適用するものとす

る。 

   附 則 

１ この要綱は、平成２７年５月１４日から施行し、平成２７年４月１０日から適用する。 

２ 改正前の環境保全型農業直接支援対策実施要綱に基づき、平成２６年度に事業を実施した者

について、当該要綱第２の１の取組を現に実施している場合にあっては、事業を継続して実施

できるものとし、この場合、改正前の環境保全型農業直接支援対策実施要領（平成２３年４月

１日付け２２生産第１０９５４号）第１の５の（１）に定める「環境保全型農業直接支払交付

金に係る実施計画書兼確認依頼書」を、実施要綱別紙１の第２の（２）に定める「営農活動計

画書」とみなすものとし、交付金の交付並びに実施状況及び実績の報告等について、改正後の

実施要綱及び環境保全型農業直接支払交付金交付要綱（平成２３年４月１日付け２２生産第１

０９５５号）に基づき行うものとする。 

附 則 

この要綱は、平成２８年５月１３日から施行し、平成２８年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２９年１月５日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２９年５月１６日から施行し、平成２９年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、平成３０年５月１５日から施行し、平成３０年４月１日から適用する。 
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   附 則 

この要綱は、令和２年６月９日から施行し、令和２年４月１日から適用する。 

  附 則 

この要綱は、令和３年４月２３日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 

  附 則 

この要綱は、令和４年５月２３日から施行し、令和４年４月１日から適用する。 

  附 則 

この要綱は、令和５年６月９日から施行し、令和５年４月１日から適用する。 

  附 則 

この要綱は、令和６年６月６日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 

  附 則 

この要綱は、令和７年６月１１日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 

 


